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異議の決定 

 

異議２０２０－７００８２０ 

 

（省略） 

特許権者 アルセロールミタル 

 

（省略） 

代理人弁理士 特許業務法人川口國際特許事務所 

 

（省略） 

特許異議申立人 前田 洋志 

 

 

 特許第６６８５２４４号発明「強度、延性および成形性が改善された高強度

鋼板を製造する方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。 

 

結論 

 特許第６６８５２４４号の請求項８〜１０に係る特許を維持する。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 特許第６６８５２４４号（以下、「本件特許」という。）の請求項１〜１０

に係る特許についての出願は、２０１５年（平成２７年）７月３日（パリ条約

による優先権主張 外国庁受理 ２０１４年（平成２６年）７月３日国際事務局

（ＩＢ））に国際出願され、令和２年４月２日にその特許権の設定登録がされ、

同年４月２２日に特許掲載公報が発行された。 

 その後、同年６月９日に特許権者であるアルセロールミタルより、本件特許

に対して訂正審判の請求がなされ、同年８月２４日付けで「特許請求の範囲の

請求項１〜７を削除する訂正を認める」旨の審決がなされ、当該審決はその後

確定した。 

 その後、本件特許に対し、同年１０月２２日に特許異議申立人前田洋志（以

下、「申立人」という。）は、本件特許の請求項８〜１０（全請求項）に係る

特許について特許異議の申立てを行った。 

 

第２ 本件発明 

 令和２年６月９日の訂正審判の請求について、上記第１のとおり、同年８月

２４日付けで「特許請求の範囲の請求項１〜７を削除する訂正を認める」旨の

審決がなされ、当該審決はその後確定した。よって、本件特許の請求項１〜７

は削除されている。 

 本件特許の請求項８〜１０の特許に係る発明（以下、それぞれ「本件発明８」

等という。）は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項８〜１０に記載され
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た事項により特定される次のとおりのものである。 

 

「【請求項８】 

 鋼の化学組成が重量％で 

０．１５％≦Ｃ≦０．２５％ 

１．２％≦Ｓｉ≦１．８％ 

２．１％≦Ｍｎ≦２．３％ 

０．１％≦Ｃｒ≦０．２５％ 

Ｎｂ≦０．０５％ 

Ｔｉ≦０．０５％ 

Ａｌ≦０．５％ 

を含有し、残部はＦｅおよび不可避不純物である鋼板であって、前記鋼板が、

降伏強度少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸

び少なくとも１４％、および穴広げ率ＨＥＲ少なくとも３０％を有し、前記鋼

板が、３％から１５％の残留オーステナイトならびに８５％から９７％のマル

テンサイトおよびベイナイトからなりフェライトを含まず、マルテンサイト画

分は、少なくとも５０％である組織を有する、鋼板。 

【請求項９】 

 降伏強度が９５０ＭＰａを超える、請求項８に記載の鋼板。 

【請求項１０】 

 鋼の化学組成がＡｌ≦０．０５％であるような組成である、請求項８また 

は９に記載の鋼板。」 

 

第３ 申立理由の概要 

 申立人は、特許異議申立書の「３．申立ての理由」の中で、以下の申立理由

１、２により、本件発明８〜１０に係る特許を取り消すべきものである旨、主

張している。 

 

１ 申立理由１（サポート要件） 

（１）記載不備の理由 

 本件発明８および本件発明８を引用する本件発明９、１０は、その鋼組成に

関して、「Ｎｂ≦０．０５％」及び「Ｔｉ≦０．０５％」であることを規定す

る。 

 しかしながら、本件特許明細書の【実施例】（特に、段落【００３５】）に

おいて、課題を解決するものとして具体的に記載されているのは、「Ｃ＝０．

１９％、Ｓｉ＝１．５％、Ｍｎ＝２．２％、Ｃｒ＝０．２％を有し、残部はＦ

ｅおよび不純物である」鋼板、すなわち、Ｎｂ及びＴｉを含有しない鋼板のみ

である。つまり、Ｎｂ及びＴｉを含有する場合に課題が解決されることは、具

体的には実証されていない。 

 また、Ｎｂ及びＴｉを含有しない場合に課題が解決されることしか具体的に

実証されていない本件特許明細書の記載から、Ｎｂ及びＴｉの含有量が０％超

０．０５％以下である場合も同様に課題が解決されることが当業者にとって明
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らかであるとはいえないから、「Ｎｂ≦０．０５％」及び「Ｔｉ≦０．０５％」

であることを規定する本件発明８〜１０は、本件特許明細書（発明の詳細な説

明）に開示された技術事項を超える広い特許請求の範囲を記載していることに

なる。 

 よって、本件特許発明８〜１０は、本件特許明細書（発明の詳細な説明）に

記載されたものとはいえない。 

 

（２）結論 

 本件の特許査定時の特許請求の範囲（請求項８〜１０）は、特許法第３６条

第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたもので

あるから、同法第１１３条第４号の規定により取り消されるべきものである。 

 

２ 申立理由２（実施可能要件） 

（１）記載不備の理由 

 本件発明８には、そのミクロ組織に関して、「３％から１５％の残留オース

テナイトならびに８５％から９７％のマルテンサイトおよびベイナイトからな

りフェライトを含まず、マルテンサイト画分は、少なくとも５０％である」こ

とを規定する。 

 しかしながら、本件特許明細書には、各組織の特定方法や定量方法について

は、具体的に記載されておらず、「マルテンサイト画分は、少なくとも５０％

である」ことに関しては、段落【００３４】に「マルテンサイトおよびベイナ

イトは非常に区別するのが困難である」と記載され、その特定方法や定量方法

は全く示されていない。 

 また、本件明細書の【実施例】には、「その組織は１１．２％の残留オース

テナイトならびに８８．８％のマルテンサイトおよびベイナイトの合計を含有

する」（段落【００４０】）という記載があるのみで、「マルテンサイト画分

は、少なくとも５０％である」ことは実証されていない。 

 また、「マルテンサイト画分は、少なくとも５０％である」ことに関して、

本件特許明細書には、特定方法や定量方法が記載されていないから、本件特許

明細書には、当業者が本件発明８〜１０を「実施できるように明確に記載され

ていない」ことになるし、マルテンサイトなどの各組織に関して、特定方法や

定量方法は一義的に定まるものとは言えないから、本件発明８〜１０を実施し

ようとする当業者は、あらゆる方法で定量等を行い、所望の効果を奏するのか

を検証する必要があり、当業者に「過度の追試を強いる」ことになる。 

 よって、本件特許明細書（発明の詳細な説明）は、本件発明８〜１０につい

て、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。 

 

（２）結論 

 本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載には不備があり、本件発明８〜１

０は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願

に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号の規定により取り消さ

れるべきものである。 
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第４ 当審の判断 

 以下に述べるように、申立理由１、２によっては，本件特許の請求項８〜１

０に係る特許を取り消すことはできない。 

 

１ 発明の詳細な説明の記載について 

 本件特許の明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある（下線は、当

審が付した。また、「・・・」は、省略を示す）。 

 

「【０００１】 

 本発明は、強度、延性および成形性が改善された高強度鋼板を製造する方法

に関し、この方法により得られる鋼板に関する。 

【背景技術】 

【０００２】 

 自動車車両用の車体構造用部材および車体パネルの部品などの様々な装備を

製造するために、ＤＰ（二相）鋼またはＴＲＩＰ（変態誘起塑性）鋼でできた

鋼板を使用するのは通常のことである。 

【０００３】 

・・・ 

【０００４】 

 地球環境保全の観点から自動車の燃料効率を改善するために自動車の重量を

削減したいという要望のため、降伏強度および引張強度が改善された鋼板を有

することが望ましい。しかしそのような鋼板は良好な延性および良好な成形性、

より詳細には良好な伸びフランジ性も有する必要がある。 

【０００５】 

 この点において、降伏強度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度ＴＳが

約１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、およびＩＳＯ規格１６６３

０：２００９に従って測定される穴広げ率ＨＥＲが少なくとも３０％である鋼

板を得ることが望ましい。測定方法の違いに起因して、ＩＳＯ規格による穴広

げ率ＨＥＲの値は、ＪＦＳ Ｔ １００１（日本鉄鋼連盟規格）による穴広げ率

λ の値と非常に異なり同等ではないことを強調する必要がある。 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００６】 

 したがって、本発明の目的はそのような鋼板およびそれを製造する方法を提

供することである。 

【課題を解決するための手段】 

【０００７】 

 この目的のため、本発明は、鋼板を熱処理することによって、延性が改善さ

れ且つ成形性が改善された高強度鋼板を製造する方法であって、鋼板の降伏強

度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度ＴＳが少なくとも１１８０ＭＰａ、

全伸びが少なくとも１４％、およびＩＳＯ規格による穴広げ率ＨＥＲが少なく
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とも３０％であり、鋼の化学組成が重量％で 

０．１５％≦Ｃ≦０．２５％ 

１．２％≦Ｓｉ≦１．８％ 

２％≦Ｍｎ≦２．４％ 

０．１％≦Ｃｒ≦０．２５％ 

Ｎｂ≦０．０５％ 

Ｔｉ≦０．０５％ 

Ａｌ≦０．５０％ 

を含有し、残部はＦｅおよび不可避不純物である、方法に関する。熱処理は以

下の工程： 

－ Ａｃ３を超えるが１０００℃未満である焼鈍温度ＴＡにおいて３０秒を超

える時間で鋼板を焼鈍する工程、 

－ ２７５℃から３２５℃の間の焼入れ温度ＱＴまで、オーステナイトおよび

少なくとも５０％のマルテンサイトからなる組織を焼入れ直後に得るのに十分

な冷却スピードで鋼板を冷却することにより、鋼板を焼入れする工程であって、

オーステナイト含量は、最終的な組織、すなわち処理および室温までの冷却後

の組織が３％から１５％の間の残留オーステナイトならびに８５％から９７％

の間のマルテンサイトおよびベイナイトの合計を含有し、フェライトを含まな

いことができる含量である、工程 

－ 鋼板を４２０℃から４７０℃の間の分配温度ＰＴまで加熱し、および鋼板

をこの温度において５０秒から１５０秒の間の分配時間Ｐｔの間維持する工程、 

－ 鋼板を室温まで冷却する工程 

を含む。」 

「【００１２】 

 本発明は、化学組成が重量％で 

 ０．１５％≦Ｃ≦０．２５％ 

 １．２％≦Ｓｉ≦１．８％ 

 ２％≦Ｍｎ≦２．４％ 

 ０．１≦Ｃｒ≦０．２５％ 

 Ｎｂ≦０．０５％ 

 Ｔｉ≦０．０５％ 

 Ａｌ≦０．５％ 

を含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物である鋼板にも関し、鋼板は降伏強

度が少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度が少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸び

が少なくとも１４％、および穴広げ率ＨＥＲが少なくとも３０％であり、組織

は３％から１５％の残留オーステナイトならびに８５％から９７％のマルテン

サイトおよびベイナイトからなりフェライトを含まない。」 

「【００１９】 

 本発明によれば、鋼板は、化学組成が重量％で以下を含有する半製品の熱間

圧延および任意選択的に冷間圧延によって得られる： 

－ 十分な強度を確保し、且つ十分な伸びを得るのに必要である残留オーステ

ナイトの安定性を改善するための、０．１５％から０．２５％、好ましくは０．
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１７％を超え好ましくは０．２１％未満の炭素。炭素含量が高すぎる場合、熱

間圧延した鋼板は硬すぎて冷間圧延できず、溶接性が不十分である。 

【００２０】 

－ 固溶体を強化し、且つ過時効の間に炭化物の形成を遅らせるように、オー

ステナイトを安定化させるための、１．２％から１．８％、好ましくは１．

３％を超え１．６％未満のケイ素。 

【００２１】 

－ 少なくとも６５％のマルテンサイトを含有する組織を得るための十分な硬

化性、１１８０ＭＰａを超える引張強度を有するため、且つ延性に悪影響を与

える分離の問題を避けるための、２％から２．４％、好ましくは２．１％を超

え好ましくは２．３％未満のマンガン。 

【００２２】 

－ 硬化性を高めるため、且つ過時効の間のベイナイトの形成を遅らせるため

に残留オーステナイトを安定化させるための、０．１％から０．２５％のクロ

ム。 

【００２３】 

－ 脱酸素の目的で通常の場合に溶鋼に加えられる、最大で０．５％のアルミ

ニウム。Ａｌの含量が０．５％を超える場合、焼鈍温度は高すぎるために到達

しないことになり、鋼は工業的に加工が困難となる。好ましくは、Ａｌ含量は

不純物レベル、すなわち最大で０．０５％に制限される。 

【００２４】 

－ Ｎｂ含量は０．０５％に制限されるが、なぜならそのような値を超えると

大きい析出物が形成され且つ成形性が低下することになり、１４％の全伸びに

到達することがより困難となるからである。 

【００２５】 

－ Ｔｉ含量は０．０５％に制限されるが、なぜならそのような値を超えると

大きい析出物が形成され且つ成形性が低下することになり、１４％の全伸びに

到達することがより困難となるからである。 

【００２６】 

 残部は鉄および鋼製造から生じる残留元素である。この点において、Ｎｉ、

Ｍｏ、Ｃｕ、Ｖ、Ｂ、Ｓ、ＰおよびＮは少なくとも、不可避不純物である残留

元素と考えられる。したがって、それらの含量は、Ｎｉについては０．０５％

未満、Ｍｏについては０．０２％未満、Ｃｕについては０．０３％未満、Ｖに

ついては０．００７％未満、Ｂについては０．００１０％未満、Ｓについては

０．００７％未満、Ｐについては０．０２％未満、Ｎについては０．０１０％

未満である。 

【００２７】 

 鋼板は、当業者に公知の方法に従って、熱間圧延および任意選択的に冷間圧

延によって調製される。 

【００２８】 

 圧延後、鋼板は酸洗いまたは洗浄され、次いで熱処理される。 

【００２９】 
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 好ましくは組み合わせた連続焼鈍ラインで行われる熱処理は、以下の工程を

含む： 

－ 組織が完全にオーステナイトであることを確実にするように、鋼のＡｃ３

変態点を超える、好ましくはＡｃ３＋１５℃を超える、すなわち本発明による

鋼については約８５０℃を超えるが、オーステナイト結晶粒を過度に粗大化さ

せないために１０００℃未満である焼鈍温度ＴＡにおいて、鋼板を焼鈍する工

程。鋼板は化学組成を均質化させるのに十分な時間をかけて、焼鈍温度で維持

される、すなわちＴＡ－５℃からＴＡ＋１０℃の間で維持される。この時間は

好ましくは３０秒を超えるが３００秒を超える必要はない。 

【００３０】 

－ Ｍｓ変態点を下回る焼入れ温度ＱＴまでフェライトおよびベイナイトの形

成を避けるのに十分な冷却速度で冷却することにより、鋼板を焼入れする工程。

焼入れの直後にオーステナイトおよび少なくとも５０％のマルテンサイトから

なる組織を有するようにするため、焼入れ温度は２７５℃から３２５℃の間で

あり、オーステナイト含量は、最終的な組織（すなわち処理および室温への冷

却後）が、３％から１５％の間の残留オーステナイトならびに８５から９７％

の間のマルテンサイトおよびベイナイトの合計を含有し、フェライトを含まな

いことができるような含量である。冷却速度は少なくとも２０℃／秒、好まし

くは少なくとも３０℃／秒である。焼鈍温度からの冷却の間にフェライトが形

成されるのを避けるために、少なくとも３０℃／秒の冷却速度が必要である。 

【００３１】 

－ 鋼板を４２０℃から４７０℃の間の分配温度ＰＴまで再加熱する工程。再

加熱速度は再加熱が誘導加熱器によって行われる場合は高くてもよいが、５℃

／秒から２０℃／秒の間の再加熱速度では鋼板の最終的な特性に対して明確な

影響を与えなかった。したがって、再加熱速度は好ましくは５℃／秒から２

０℃／秒の間に含まれる。好ましくは、焼入れ工程と鋼板を分配温度ＰＴまで

再加熱する工程との間で、鋼板は焼入れ温度において２秒から８秒の間、好ま

しくは３秒から７秒の間に含まれる保持時間の間、維持される。 

【００３２】 

－ 鋼板を分配温度ＰＴにおいて５０秒から１５０秒の間の時間維持する工程。

分配温度において鋼板を維持することは、分配の間に鋼板の温度がＰＴ－１

０℃からＰＴ＋１０℃の間にとどまることを意味する。 

【００３３】 

－ フェライトまたはベイナイトを形成させないために、好ましくは１℃／秒

を超える冷却速度で鋼板を室温まで冷却する工程。現在、この冷却スピードは、

２℃／秒から４℃／秒の間である。 

【００３４】 

 そのような処理によって、鋼板は３％から１５％の残留オーステナイトなら

びに８５％から９７％のマルテンサイトおよびベイナイトからなりフェライト

を含まない組織を有する。実際には、Ｍｓ変態点未満での焼入れに起因して、

組織はマルテンサイトを含有し少なくとも５０％である。しかし、そのような

鋼に関して、マルテンサイトおよびベイナイトは非常に区別するのが困難であ
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る。これが、マルテンサイトおよびベイナイトの含量の合計のみが考慮される

理由である。そのような組織によって、降伏強度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰ

ａ、引張強度が少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、およ

びＩＳＯ規格１６６３０：２００９による穴広げ率（ＨＥＲ）が少なくとも３

０％である鋼板を得ることができる。 

【実施例】 

【００３５】 

 例として、以下の組成：Ｃ＝０．１９％、Ｓｉ＝１．５％、Ｍｎ＝２．２％、

Ｃｒ＝０．２％を有し、残部はＦｅおよび不純物である、厚さが１．２ｍｍの

鋼板を熱間圧延および冷間圧延により製造した。この鋼の理論上のＭｓ変態点

は３７５℃であり、Ａｃ３変態点は８３５℃である。 

【００３６】 

 鋼板の試料は焼鈍、焼入れおよび分配（すなわち分配温度までの加熱および

その温度での維持）によって熱処理され、機械的特性が測定された。鋼板は焼

入れ温度において約３秒間保持された。 

【００３７】 

 処理の条件および得られる特性は表Ｉに記載され、この表において焼鈍タイ

プの列は焼鈍が変態域内（ＩＡ）であるかまたは完全オーステナイト（ｆｕｌ

ｌ γ）であるかを特定している。 

【００３８】 

【表１】 
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【００３９】 

 この表において、ＴＡは焼鈍温度、ＱＴは焼入れ温度、ＰＴ温度は分配の温

度、Ｐｔは分配の時間、ＹＳは降伏強度、ＴＳは引張強度、ＵＥは一様伸び、

ＴＥは全伸び、ＨＥＲはＩＳＯ規格による穴広げ率、γ は組織中の残留オース

テナイトの割合であり、γ 結晶粒径は平均のオーステナイト結晶粒径であり、

γ 中のＣ％は残留オーステナイト中の炭素の量であり、Ｆは組織中のフェライ

トの量であり、Ｍ＋Ｂは組織中のマルテンサイトおよびベイナイトの合計の量

である。 

【００４０】 

 表Ｉにおいて、例１０は本発明によるものであり、すべての特性が最小の求

められる特性よりも良好である。図に示すように、その組織は１１．２％の残

留オーステナイトならびに８８．８％のマルテンサイトおよびベイナイトの合

計を含有する。 

【００４１】 

 変態域内温度で焼鈍される試料に関する例１から６は、試料４、５および６

についてのみ当てはまる、全伸びが１４％を超える場合であっても、穴広げ率

が低すぎることを示している。 

【００４２】 

 先行技術に関する、すなわちＭｓ点未満で焼入れされなかった鋼板（ＱＴは
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Ｍｓ変態点を超えＰＴはＱＴに等しい）に関する例１３から１６は、そのよう

な熱処理によって、引張強度が非常に良好な場合であっても（１２２０ＭＰａ

を超える）、焼鈍が変態域内である場合には降伏強度はあまり高くなく（７８

０未満）、成形性（穴広げ率）はすべての場合で十分ではない（３０％未満）

ことを示している。 

【００４３】 

 例７から１２は、Ａｃ３を超える温度で焼鈍された、すなわち組織が完全オ

ーステナイトであった試料にすべてが関するものであり、目標の特性に到達す

る唯一の方法が３００℃（＋／－１０）の焼入れ温度および４５０℃（＋／－

１０）の分配温度であることを示している。そのような条件によって、８５０

ＭＰａを超え、９５０ＭＰａをも超える降伏強度、１１８０ＭＰａを超える引

張強度、１４％を超える全伸び、および３０％を超える穴広げ率を得ることが

できる。例１７は、４７０℃を超える分配温度は目標の特性を得られないこと

を示している。」 

「【図１】 

 
」 

 

２ 特許請求の範囲の記載について 

 本件特許の特許請求の範囲の記載は、上記第２のとおりである。 

 

３ 申立理由１（サポート要件）について 

（１） サポート要件を検討する観点について 

 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲

の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発

明が、発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載

により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか

否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術

常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否
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かを検討して判断すべきである。 

 以下、上記の観点に立って、本件特許の特許請求の範囲の記載がサポート要

件に適合するか否かについて検討する。 

 

（２） 本件特許における発明が解決しようとする課題について 

 上記１で摘記した、【０００１】〜【０００６】を参照すると、本件特許に

おける発明が解決しようとする課題は、「降伏強度ＹＳが少なくとも８５０Ｍ

Ｐａ、引張強度ＴＳが約１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、および

ＩＳＯ規格１６６３０：２００９に従って測定される穴広げ率ＨＥＲが少なく

とも３０％である鋼板」「を提供すること」であると認められる。 

 

（３） 発明の詳細な説明に記載された発明について 

ア 上記１で摘記した、【００１２】には、課題を解決するための手段として、 

「化学組成が重量％で 

 ０．１５％≦Ｃ≦０．２５％ 

 １．２％≦Ｓｉ≦１．８％ 

 ２％≦Ｍｎ≦２．４％ 

 ０．１≦Ｃｒ≦０．２５％ 

 Ｎｂ≦０．０５％ 

 Ｔｉ≦０．０５％ 

 Ａｌ≦０．５％ 

を含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物である鋼板にも関し、鋼板は降伏強

度が少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度が少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸び

が少なくとも１４％、および穴広げ率ＨＥＲが少なくとも３０％であり、組織

は３％から１５％の残留オーステナイトならびに８５％から９７％のマルテン

サイトおよびベイナイトからなりフェライトを含まない」、「鋼板」が記載さ

れている。 

 

イ 上記１で摘記した【００１９】より、「十分な強度を確保し、十分な伸び

を得るのに必要である残留オーステナイトの安定性を改善するため」には、

「０．１５％から０．２５％」の「炭素」が必要と認められる。 

 

ウ 上記１で摘記した【００２０】より、「固溶体を強化し、且つ過時効の間

に炭化物の形成を遅らせるように、オーステナイトを安定化させるため」には、

「１．２％から１．８％」の「ケイ素」が必要と認められる。 

 

エ 上記１で摘記した【００２１】より、「少なくとも６５％のマルテンサイ

トを含有する組織を得るための十分な硬化性、１１８０ＭＰａを超える引張強

度を有するため、且つ延性に悪影響を与える分離の問題を避けるため」には、

「２％から２．４％」の「マンガン」が必要と認められる。 

 

オ 上記１で摘記した【００２２】より、「硬化性を高めるため、且つ過時効



 12 / 17 

 

の間のベイナイトの形成を遅らせるために残留オーステナイトを安定化させる

ため」には、「０．１％から０．２５％」の「クロム」が必要と認められる。 

 

カ 上記１で摘記した【００２３】より、「焼鈍温度は高すぎるために到達し

ないことになり、鋼は工業的に加工が困難となる」ことがないように、「アル

ミニウム」は「最大で０．５％である」必要があると認められる。 

 

キ 上記１で摘記した【００２４】より、「大きい析出物が形成され且つ成形

性が低下することになり、１４％の全伸びに到達することがより困難となる」

ことがないように、「Ｎｂ」は「０．０５％に制限される」必要があると認め

られる。 

 

ク 上記１で摘記した【００２５】より、「大きい析出物が形成され且つ成形

性が低下することになり、１４％の全伸びに到達することがより困難となる」

ことがないように、「Ｔｉ」は「０．０５％に制限される」必要があると認め

られる。 

 

ケ 上記１で摘記した、【００２６】より、「炭素」、「ケイ素」、「マンガ

ン」、「クロム」、「アルミニウム」、「Ｎｂ」、及び「Ｔｉ」以外の「残部」

は「鉄および鋼製造から生じる残留元素」である必要があると認められる。 

 

コ 上記１で摘記した、【００２７】、【００２８】を参照すると、「鋼板」

は、「熱間圧延」による圧延後、「酸洗いまたは洗浄され、次いで熱処理され

る」ことにより製造されることが記載されている。 

 

サ 上記１で摘記した【００２９】より、「熱処理」においては、「組織が完

全にオーステナイトであることを確実に」し、「オーステナイト結晶粒を過度

に粗大化させないため」には、「鋼のＡｃ３変態点を超える」が、「１００

０℃未満」である「焼鈍温度ＴＡ」において、「鋼板を焼鈍する」必要がある

と認められる。 

 

シ 上記１で摘記した【００３０】より、「焼入れの直後にオーステナイトお

よび少なくとも５０％のマルテンサイトからなる組織を有するようにするた

め」、かつ「焼鈍温度からの冷却の間にフェライトが形成されるのを避けるた

め」に、「２７５℃から３２５℃の間」の「焼入れ温度」まで「Ｍｓ変態点を

下回る焼入れ温度ＱＴまでフェライトおよびベイナイトの形成を避けるのに十

分な冷却速度」である「少なくとも３０℃／秒の冷却速度」で冷却することに

より「鋼板を焼入れ」することが必要であり、その結果、「オーステナイト含

量は、最終的な組織（すなわち処理および室温への冷却後）が、３％から１

５％の間の残留オーステナイトならびに８５から９７％の間のマルテンサイト

およびベイナイトの合計を含有し、フェライトを含まないことができるような

含量」となることが認められる。 
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ス 上記１で摘記した【００３１】、【００３２】より、「熱処理」の工程は、

「鋼板を４２０℃から４７０℃の間」の「分配温度ＰＴまで再加熱する工程」、

「鋼板を分配温度ＰＴにおいて５０秒から１５０秒の間の時間維持する工程」

を含むことが認められる。 

 

セ 上記１で摘記した【００３３】より、「フェライトまたはベイナイトを形

成させないため」に、「１℃／秒を超える冷却速度で鋼板を室温まで冷却する」

必要があると認められる。 

 

ソ 上記１で摘記した【００３０】、【００３４】より、上記シで示した「焼

入れ」に起因して、「マルテンサイトを含有し少なくとも５０％である」 

「組織」となると認められる。 

 

タ 上記１で摘記した【００２７】〜【００３４】、特に、【００３０】、

【００３４】より、上記コ〜セの処理の結果、「鋼板は３％から１５％の残留

オーステナイトならびに８５％から９７％のマルテンサイトおよびベイナイト

からなりフェライトを含ま」ず、「マルテンサイトを含有し少なくとも５０％

である」「組織」が得られ、「降伏強度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰａ、引張

強度が少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、およびＩＳＯ

規格１６６３０：２００９による穴広げ率（ＨＥＲ）が少なくとも３０％であ

る鋼板を得ることができる」ことが認められる。 

 

チ 上記１で摘記した【００３５】〜【００４３】、図１に記載の実施例を参

照すると、【表１】に記載された資料のうち、本件発明８の組成、及び上記コ

〜セの処理条件を唯一満たす試料１０において、「降伏強度ＹＳが少なくとも

８５０ＭＰａ、引張強度ＴＳが約１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、

およびＩＳＯ規格１６６３０：２００９に従って測定される穴広げ率ＨＥＲが

少なくとも３０％である」との要件を満たしており、上記（２）の課題を解決

していることが理解できる。 

 

ツ また、本件特許の明細書には、上記イ〜ケの組成、コ〜セの「処理」以外

に、「降伏強度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度ＴＳが約１１８０Ｍ

Ｐａ、全伸びが少なくとも１４％、およびＩＳＯ規格１６６３０：２００９に

従って測定される穴広げ率ＨＥＲが少なくとも３０％である鋼板」「を提供す

ること」ができる手段については記載されていない。 

 

テ そうすると、発明の詳細な説明に記載された発明は、上記イ〜ケの組成を

有し、「降伏強度が少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度が少なくとも１１８０

ＭＰａ、全伸びが少なくとも１４％、および穴広げ率ＨＥＲが少なくとも３

０％であり」、「組織は３％から１５％の残留オーステナイトならびに８５％

から９７％のマルテンサイトおよびベイナイトからなりフェライトを含まない」
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「鋼板」、すなわち、上記アで示した事項を全て備える「鋼板」の発明であっ

て、当業者であれば、当該「鋼板」の発明 

によって上記（２）の課題を解決できると認識できる。 

 

ト また、上記ソを考慮すると、上記アで示した事項を全て備える鋼板を製造

するための焼入れに起因して、「少なくとも５０％のマルテンサイトからなる

組織を有する」ことになると認められる。 

 

（４） 本件発明と発明の詳細な説明に記載された発明との対比 

 「鋼板」の発明である本件発明８〜１０は、上記（３）アで示した事項を全

て含むから、本件発明８〜１０は、上記（３）テで示した発明の詳細な説明に

記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の

課題を解決できると認識し得る範囲に含まれると認められる。 

 したがって、本件発明８〜１０は、発明の詳細な説明の記載により当業者が

当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲を超えるものではない。 

 

（５） 申立人の主張について 

 申立人は、上記第３の１に示した主張をしている。 

 しかし、【００２４】、【００２５】の記載を参照すれば、当業者であれば、

Ｎｂ及びＴｉの含有量が０％超０．０５％以下であれば、大きい析出物が形成

され且つ成形性が低下することになり、１４％の全伸びに到達することがより

困難となることがないことが理解され、上記（２）の課題の解決を妨げないこ

とを理解し得ると認められる。 

 また、申立人は、具体的な実施例においてＮｂ及びＴｉが含まれないことを

主張するのみであって、それ以外に、Ｎｂ及びＴｉの含有量が０％超０．０

５％以下において、上記課題を解決できないとする具体的な理由（理論的根拠

や具体例）を示していない。 

 したがって、申立人の当該主張は採用できない。 

 

（６）申立理由１（サポート要件）についてのまとめ 

 よって、本件特許の請求項８〜１０に係る特許は、特許請求の範囲の記載が

特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対し

てされたものではなく、同法第１１３条第４号の規定により取り消されるべき

ものではない。 

 

４ 申立理由２（実施可能要件）について 

（１） 実施可能要件を検討する観点について 

 本件発明８〜１０は、「鋼板」の発明であって、物の発明に該当するが、物

の発明における発明の実施とは、そのものの生産、使用等をする行為をいうか

ら（特許法第２条第３項第１号）、物の発明について、特許法第３６条第４項

第１号が定める実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明が、明細書

及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者が過度の試行錯誤や
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複雑高度な実験等を行う必要なく、その物を製造し、使用することができる程

度にその発明が記載されたものでなければならないと解される。 

 よって、この観点に立って、本件発明８〜１０の実施可能要件について検討

する。 

 

（２） 本件発明８〜１０の実施可能要件についての検討 

ア 上記３（３）ア〜ケで示したとおり、上記１で摘記した、【００１２】、

【００１９】〜【００２６】には、「原材料」である「鋼板」の組成が特定さ

れている。 

 したがって、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、本件発明８〜１０

の「原材料」が特定されていると認められる。 

 

イ 上記３（３）コ〜セで示したとおり、上記１で摘記した、【００２７】〜

【００３４】には、「鋼板」の処理の条件が特定されるとともに、当該処理の

結果、「鋼板は３％から１５％の残留オーステナイトならびに８５％から９

７％のマルテンサイトおよびベイナイトからなりフェライトを含ま」ず、「マ

ルテンサイトを含有し少なくとも５０％である」「組織」が得られ、 

「降伏強度ＹＳが少なくとも８５０ＭＰａ、引張強度が少なくとも１１８０Ｍ

Ｐａ、全伸びが少なくとも１４％、およびＩＳＯ規格１６６３０：２００９に

よる穴広げ率（ＨＥＲ）が少なくとも３０％である鋼板を得ることができる」

ことが認められる。 

 そうすると、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、本件発明８〜１０

の製造方法における「原材料」の「処理工程」が特定されるとともに、その

「生産物」が特定されていると認められる。 

 

ウ 上記１で摘記した、【００３５】〜【００４３】、図１に記載の実施例を

参照すると試料１〜１７のうち、本件発明８の組成、上記３（３）コ〜セで示

した処理条件を全て満たす試料１０のみにおいて、「降伏強度ＹＳが少なくと

も８５０ＭＰａ、引張強度が少なくとも１１８０ＭＰａ、全伸びが少なくとも

１４％、およびＩＳＯ規格１６６３０：２００９による穴広げ率（ＨＥＲ）が

少なくとも３０％である鋼板を得ることができる」との要件を満たすことが記

載されている。 

 

エ 上記ア〜ウより、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、本件発明８

〜１０の製造方法について、（ｉ）原材料、（ｉｉ）その処理工程及び（ｉｉ

ｉ）生産物が明確かつ十分に特定されているから、本件特許の明細書の発明の

詳細な説明は、本件発明８〜１０の「鋼板」を製造することができるように記

載されていると認められる。 

 

オ また、上記１で摘記した【０００２】にも記載のように、「鋼板」が、自

動車車両用の車体構造用部材や装備、また、その他構造材等に使用可能である

ことは技術常識であるから、本件特許の明細書の発明の詳細な説明が、本件発
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明８〜１０の「鋼板」を当業者が使用することができる程度に記載されたもの

であることは明らかである。 

 

カ したがって、本件特許の明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明

８〜１０を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものである。 

 

（３） 申立人の主張について 

 申立人は、上記第３の２に示した主張をしている。 

 しかし、焼入れ時に十分な速度で冷却すれば、マルテンサイトの生成量を増

加させ得ることは技術常識であるし、上記３（３）ソにも示したように、上記

１で摘記した【００３０】、【００３４】より、「Ｍｓ変態点を下回る」「２

７５℃から３２５℃の間」の「焼入れ温度ＱＴまでフェライトおよびベイナイ

トの形成を避けるのに十分な冷却速度」である「少なくとも３０℃／秒の冷却

速度」で冷却することにより「鋼板を焼入れ」することに起因して、「マルテ

ンサイトを含有し少なくとも５０％である」「組織」となることが理解できる。 

 そうすると、マルテンサイトおよびベイナイトが非常に区別するのが困難で

あり、マルテンサイトの画分についてその特定方法や定量方法が全く示されて

いないとしても、当業者が、本件発明８〜１０の「鋼板」を製造するに際し、

【００３０】に記載された焼入れ時の冷却条件を参考にすることができるから、

マルテンサイトの画分が少なくとも５０％である組織となるようにするために、

過度の試行錯誤や複雑高度な実験を要するとは認められない。 

 したがって、申立人の当該主張は採用できない。 

 

（４） 申立理由２（実施可能要件）についてのまとめ 

 よって、本件特許の請求項８〜１０に係る特許は、発明の詳細な説明の記載

が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対

してされたものではなく、同法第１１３条第４号の規定により取り消されるべ

きものではない。 

 

第５ むすび 

 以上のとおり、本件特許の請求項８〜１０に係る特許は、特許異議申立書に

記載された申立理由１、２によっては、取り消すことができない。 

 また、他に本件特許の請求項８〜１０に係る特許を取り消すべき理由を発見

しない。 

 よって、結論のとおり決定する。 

 

 

  令和３年１月１３日 

 

審判長 特許庁審判官 中澤 登 

特許庁審判官 井上 猛 

特許庁審判官 増山 慎也 
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〔決定分類〕Ｐ１６５１．５３６－Ｙ （Ｃ２１Ｄ） 

５３７ 

 

審判長 特許庁審判官 中澤 登 8727 

特許庁審判官 井上 猛 9269 

特許庁審判官 増山 慎也 3642 

 


